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   犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 犬 山 市 狭 あ い 道 路 に 係 る 道 路 後 退 指 導 要

綱 （ 平 成 ２ ８ 年 要 綱 第 ８ ０ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に

よ る 用 地 支 援 と し て 交 付 す る 犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金

（ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） に つ い て 、 犬 山 市 補 助 金 等 交 付

規 則 （ 昭 和 ５ ６ 年 規 則 第 １ ０ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 物 件 」 と は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２

５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） に 基 づ く 確 認 申 請 を 受 け て い る 場 合 は

そ の 敷 地 内 で 行 う 行 為 全 て を い い 、そ の 他 の 敷 地 に あ っ て は 、

同 一 所 有 者 、 同 一 用 途 と し て 一 体 と し て 利 用 さ れ て い る 敷 地

内 で 行 う 行 為 全 て を い う 。  

 （ 補 助 金 の 額 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ る 補 助 金 の 額 は 、 移 設 に 係 る 工 作 物 等 の

種 類 に 応 じ て そ れ ぞ れ 別 表 に 掲 げ る と お り と す る 。  

２  １ 物 件 に 対 す る 補 助 金 の 額 は 、 移 設 す る 工 作 物 等 一 に つ き

当 該 移 設 に 係 る 費 用 の ２ 分 の １ （ そ の 額 が １ ０ 万 円 を 超 え る

と き は 、 １ ０ 万 円 ） を 限 度 と す る 。  

 （ 交 付 の 申 請 及 び 決 定 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と

い う 。 ） は 、 補 助 の 対 象 と な る 工 事 （ 以 下 「 工 事 」 と い う 。 ）

の 着 手 前 か つ 申 請 す る 日 の 属 す る 年 度 の ２ 月 末 日 ま で に 、 犬

山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ ） を 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 当 と 認 め た と き は 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し 、 犬 山 市 狭 あ い

道 路 整 備 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ ） に よ り 申 請 者
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に 通 知 す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 前 項 の 交 付 決 定 を す る 場 合 に お い て 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、 条 件 を 付 す る も の と す る 。  

（ 計 画 の 変 更 等 ）  

第 ５ 条  申 請 者 は 、 前 条 第 １ 項 の 申 請 に 係 る 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 変 更 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 犬 山 市 狭 あ い 道 路 整

備 費 補 助 金 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ３ ） を 市 長 に 提 出 し 、 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 業 目 的 の 達 成 に 支 障

が な く 、 補 助 金 の 額 に 変 更 を 及 ぼ さ な い も の に つ い て は 、 こ

の 限 り で な い 。  

 ( 1 )  施 工 箇 所 又 は 施 工 方 法  

 ( 2 )  工 事 に 要 す る 費 用  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、

適 当 と 認 め た と き は 、 犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金 変 更 承

認 通 知 書 （ 様 式 第 ４ ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 工 事 の 中 止 又 は 廃 止 ）  

第 ６ 条  申 請 者 は 、工 事 の 中 止 又 は 廃 止 を し よ う と す る と き は 、

速 や か に 犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 工 事 廃 止 （ 中 止 ） 届 （ 様 式 第

５ ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 完 了 実 績 報 告 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は 、 工 事 が 完 了 し た と き は 、 犬 山 市 狭 あ い 道 路

整 備 費 補 助 金 完 了 実 績 報 告 書（ 様 式 第 ６ 。以 下「 実 績 報 告 書 」

と い う 。 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  実 績 報 告 書 は 、 工 事 の 完 了 の 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 経 過

し た 日 又 は 補 助 金 の 交 付 決 定 が あ っ た 日 の 属 す る 年 度 の ３ 月

３ １ 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 助 金 の 額 の 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 実 績 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、適 当 と 認 め た と き は 、交 付 す べ き 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、

犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金 の 額 の 確 定 通 知 書 (様 式 第 ７ )
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に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 ９ 条  申 請 者 は 、 前 条 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て １ ０ 日

以 内 に 犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金 支 払 請 求 書（ 様 式 第 ８ ）

を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 書 類 の 整 理 ）  

第 １ ０ 条  申 請 者 は 、 補 助 金 の 収 支 に 関 す る 帳 簿 を 備 え る と と

も に 、 領 収 書 等 関 係 書 類 を 整 理 し 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 年

度 終 了 後 ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 交 付 決 定 の 取 消 し 及 び 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 申 請 者 が 犬 山 市 狭 あ い 道 路 に 係 る 道 路 後 退

指 導 要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に 違 反 し た と き は 、 補 助 金 の 交 付 決 定

を 取 り 消 し 、 既 に 交 付 し た 補 助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ

る こ と が で き る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 １ ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長

が 別 に 定 め る 。  

   附  則  

 １  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 犬 山 市 狭 あ い 道 路 整 備 費 補 助 金 交 付 要 綱 の 規 定 は 、

こ の 要 綱 の 施 行 の 日 以 後 に 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 う 者 に つ い

て 適 用 し 、 同 日 前 に 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 う 者 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

対 象  内 容  単 位  補 助 金 の 額  

門 塀 の 整 備  塀 、 フ ェ ン ス 等  １ ｍ 当 た り  ２ ０ ，０ ０ ０ 円  

樹 木 の 植 樹  生 垣 等  １ ｍ 当 た り  １ ４ ，０ ０ ０ 円  

擁 壁 、 ブ ロ ッ ク

積 土 留 め 等 の 整

備  

Ｃ Ｂ 造 、Ｒ Ｃ 造 等  １ ｍ 当 た り  ３ ０ ，０ ０ ０ 円  

上 下 水 道 設 備 の

移 設  

メ ー タ ー 、桝 の 周

り の 配 管 等  

１ 箇 所 当 た

り  

３ ０ ，０ ０ ０ 円  

門 塀 、 擁 壁 等 の

撤 去  

後 退 用 地 内 の 全

て の 構 造 物 、生 垣

等 を 撤 去 す る 場

合  

１ ｍ 当 た り  ２ ０ ，０ ０ ０ 円  

 


